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２００８年ＯＥＣＤ閣僚理事会 

議長サマリー（仮訳） 

平成２０年６月５日 

外務省・経済協力開発機構室 

 

フランスは２００８年のＯＥＣＤ閣僚理事会の議長国を務める大いなる光栄に

浴した。同閣僚理事会は、「アウトリーチ、改革及び気候変動の経済」というテー

マに焦点を当てた。閣僚は、２００７年閣僚理事会の歴史的な決定を受けて、ＯＥ

ＣＤへの新規加盟候補国（チリ、エストニア、イスラエル、ロシア、スロベニア）

及び関与強化対象国（ブラジル、インド、インドネシア、中華人民共和国、南アフ

リカ）の本年の閣僚理事会のすべてのセッションへの初めての参加を歓迎した。閣

僚はまた、この文脈において、新規加盟及び関与強化に関する報告「主要な新興経

済とＯＥＣＤの間のより強力なパートナーシップに向けて」を歓迎した。閣僚はま

た、ＯＥＣＤフォーラムにおいて、経済産業諮問委員会（ＢＩＡＣ）、労働組合諮

問委員会（ＴＵＡＣ）及び市民社会の代表者との協議から利益を得た。 

 

１．現在の経済情勢 

閣僚は、昨年世界経済を襲ったショックと、それへの対処法について議論した。

全体の経済情勢は予想よりも良好であるとの見方で一致したが、今後予期される経

済の好転を促すため、緊密な政策協調の継続を求めた。金融市場の状況は３月時点

から改善しているが、現在の信用状況は投資を抑制している。商品価格は恐るべき

勢いで上昇し、ヘッドライン・インフレ率をつり上げているが、短期的には、更な

る上昇はない可能性もある。住宅市場については、多くのＯＥＣＤ諸国において冷

え込みが続くと予想される。閣僚は、経済に対する逆風へのＯＥＣＤ諸国の抵抗力

は、最近数年間に各国が遂行した構造改革と健全なマクロ経済政策のおかげである

とした。 

閣僚は、近年進展してきた現象の主要素である非ＯＥＣＤ諸国における経済発展、

特にその経済発展のＯＥＣＤ諸国への影響について議論した。新興市場経済の急速

な成長は、商品価格高騰の一因であるとともに、ＯＥＣＤ諸国の経済活動を支える

歓迎すべき需要の源泉であると認識した。閣僚は、健全な新興経済を支えることが

全体の利益となるとの認識で一致した。閣僚は、最近の食料及び商品の価格上昇、

特に石油価格の上昇に留意し、こうした傾向の社会的、経済的影響を注意深く見守

ることで一致した。 
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閣僚は、インフレ圧力と、インフレ期待上昇の兆候に懸念を示し、特にインフレ

圧力が持続する国々において、財政収支の均衡と構造改革の推進に注意を払う必要

があるとの見方で一致した。 

 

２．より良い世界経済のための有用性の追求－ＯＥＣＤの戦略的方向付け 

閣僚は、「より良い世界経済のための有用性の追求」に関する報告に反映された

事務総長の強力な指導力を祝福した。この報告は、ＯＥＣＤの重要な達成事項を強

調し、政策の最良の選択肢をより良く提供する方法を示すとともに、中長期的視野

で持続可能な成長にとっての主要な試練を検討している。閣僚は、ＯＥＣＤがその

挑戦となる課題に取り組むことに対し強い支持を表明した。 

閣僚は、最近数年間の閣僚理事会の委任事項の進捗を歓迎した。この中には、特

に、拡大及び関与強化のアジェンダ、イノベーション戦略及び改革の政治経済のイ

ニシアティブが含まれる。閣僚は、他の国際機関との間でより良く協調すべくＯＥ

ＣＤが行った努力を歓迎するとともに、事務総長がこの方向に向かって前進するこ

とを慫慂した。関与強化のパートナー及び新規加盟候補国は、ＯＥＣＤとの結びつ

きを強化する機会を得たことについて謝意を表明した。 

閣僚は、質の高い政策助言、分野横断的な視野、相互学習といったアプローチに

基づく、ＯＥＣＤの前向きな貢献を高く評価した。ＯＥＣＤは、これらのアプロー

チによって、新たな当事者との関与の幅を拡げ、グローバルで主要な試練に一致し

て取り組むという、独特な地位を築いている。閣僚は、ＯＥＣＤが引き続き、比較

優位が存分に得られる問題に優先度を置き、焦点を絞っていくよう呼びかけた。 

閣僚は、ＯＥＣＤが適応しかつ対応する必要がある新たな挑戦が引き続き浮上す

ると認識した。閣僚は、気候変動の経済、資源の逼迫、格差及び地球規模の貧困が、

引き続きＯＥＣＤにとって優先度の高い課題であり、追求すべきテーマであるとの

点で一致した。閣僚は、ＯＥＣＤがグローバルなガバナンス構造におけるＯＥＣＤ

の役割を熟慮することを歓迎し、ＯＥＣＤがこの領域における洞察を続けることを

慫慂した。ＯＥＣＤは、グローバルな問題への取組みにおけるいくつかの隙間を埋

めるための理想的なパートナーとみなされている。閣僚は、開発のための政策一貫

性に関する宣言を採択し、エストニア及びスロベニアの閣僚もこの宣言に参加した。 

 

３．気候変動の経済 

閣僚は、気候変動が国際経済の直面する最も重大な問題の一つであると認識し、

緊急の行動が必要である点につき一致した。閣僚は、各国の現状に即した包括的政

策の組み合わせを考案する必要性について一致した。多くの閣僚が税や排出量取引、
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物品サービス、金融及び税による奨励、補助金の撤廃、融資保証、環境関連関税の

撤廃といった市場的措置は気候変動への対応において鍵となるとの見方を示した。

これらの仕組みは、ほかの手段、とりわけクリーン技術への投資、規制措置や基準、

そしてセクター別アプローチによって補完されなければならない。 

閣僚は、気候変動対策の緩和と適応における国際的協力の重要性を強調した。多

くの閣僚が、気候変動に関する共通だが差異ある責任とそれに応じた能力の原則は、

野心的かつ負担可能な国際的合意を達成するための基本的理念であることを強調

した。何人かの閣僚は、対策費用を国際的に分担するための、そして気候変動対策

への一層の国際的支持を得るための資金メカニズムや仕組みの必要性を強調した。

対策費用を低く抑えるため、そのようなメカニズムにはすべての主要な温室効果ガ

ス排出国及びセクターが参加する必要がある。２０１２年後の効果的な国際的フレ

ームワーク及び関連する国内政策は、イノベーションを刺激しなくてはならないし、

低炭素技術・実践、とりわけエネルギー効率、炭素固定・貯蔵技術、再生可能エネ

ルギー及び原子力の開発普及に貢献しなければならない。途上国への技術普及はと

りわけを加速されるべきである。 

OECD は気候変動分野において、少なくとも 20 年間の実績を有し、気候変動に取

り組むために経済分析を提供することによって、国際的な努力に対し重要な貢献を

することができる。閣僚は OECD に IEA や他の国際機関と協力し、気候変動の分野

において適切な作業を続けることを求めた。閣僚は、将来の作業について様々な示

唆を与えた。(1)様々な活動から生じる温室効果ガス排出を削減するための国内的

および国際的な政策の選択枝を分析・比較すること。（２）気候変動が異なる地域

とセクターにもたらす影響に対する理解をはじめ、主要排出国が国際的な行動に参

加するインセンティブの分析。（３）代替的政策が競争力、カーボン･リーケージ、

金融、技術開発・移転に対してもたらす影響の評価。（４）民間投資家に確信を与

えると同時に柔軟性を確保する方法の検討。（５）気候変動の適応と緩和に関する

経済的コスト、利益及び分配の側面の分析。多くの閣僚は、このような OECD の分

析は北海道洞爺湖サミット、2008 年 12 月ポズナニでの COP１４、2009 年コペンハ

ーゲンでの COP１５への有意義なインプットになるであろうとの認識を示した。 

 

４．改革の政治経済   

議長は、最初に、自身の経験に照らし効果的と認める改革の戦略を説明し、その

中で、改革の時間工程表と改革の一体的実施を強調した。メキシコ、スロベニア及

びスウェーデンが、財政及び労働市場に係る改革の政治経済上の教訓を提供した。

閣僚は、非公式な議論の中で、バランスのとれた改革パッケージが一般国民による

受容を得て、特定の利益団体からの抵抗を克服する上でしばしば助けとなることを

見出した。閣僚は、アドホック委員会のような助言のメカニズムが、野心的な改革
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計画を設計する上で有用であるとの点で一致した。閣僚は、改革の意義について理

解を増進するために、市民に直接語りかける明確なメッセージを発出することの重

要性に光を当てた。閣僚は、改革へのアプローチは、国ごとの事情に依存すること

を指摘した。多くの場合、政治的多数派を超えるような幅広い連盟を構築すること

が、改革実施の成功のために有用である。 

閣僚は、改革の設計、実施及び政治経済的側面に対し、実証的な比較分析と相互

審査という手法に基づきＯＥＣＤが長年にわたり果たしている貢献に認められる

価値を強調した。また、閣僚は、ＯＥＣＤが改革の政治経済に関する分析に引き続

き取り組み、各国の国内改革プロセスを一層支援することを期待した。 

 

５．多角的貿易体制 

閣僚は、今次ＯＥＣＤ閣僚理事会により、多角的貿易交渉の現状及び将来の優先

課題について率直な意見交換を行う時宜を得た機会が提供されたことを歓迎した。

アルゼンチン、香港、中国、国際決済銀行（ＢＩＳ）、欧州自由貿易地域（ＥＦＴ

Ａ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、世界貿易機関（ＷＴＯ）の代表が、この

議論に参加した。 

閣僚は、農業及び工業物品及びサービスの貿易に対しより開かれた市場の必要性

を強調し、ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の迅速、野心的且つバランスのとれた妥結

を呼びかけた。経済の不確実性や市場の混乱という昨今の文脈において、国際貿易

は、世界経済の成長及び発展にとって重要な貢献ができるほか、長期的には貧困削

減や気候変動等、地球規模の課題にも対応することができる。また、国際貿易は、

世界的な供給と需要の均衡に向けた市場の潜在力を引き出すことにより、食糧価格

の高騰により生じた問題を緩和することができる。 

市場開放及び国際貿易が意味するものに対する理解を一層深め、かつ改善すると

ともに、さらなる貿易自由化のための強固な事例を構築する必要が存在する。この

点に関し、閣僚は、ＯＥＣＤが、開かれた市場が世界の成長と安全と繁栄を向上さ

せるに当たって重要な貢献をすることを積極的に人々に伝えることに取り組むよ

う呼びかけた。関税が引き続き引き下げられるにあたって、非関税措置についても、

国際貿易に対する不必要な障壁を生み出すことなく、国内の目的が達成されるよう

に扱われる必要がある。閣僚は、貿易分野におけるＯＥＣＤの分析及び助言に期待

するとともに、特に、サービス分野において各種の貿易制限措置を数量化する革新

的なアプローチを編み出すべく現在進められている作業への期待を示した。 

 

６．ソブリン・ウェルス・ファンド（ＳＷＦ） 
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ＳＷＦは、新たな金融の世界における鍵となるプレイヤーとなった。閣僚は、Ｓ

ＷＦが投資の送出し国及び投資受入れ国の双方にもたらす利益を歓迎し、外国投資

に対する保護主義的な障壁が成長を阻害するとの認識で一致した。閣僚は、Ｇ７財

務大臣会合及び他のＯＥＣＤ加盟国から受けた委任事項に対するＯＥＣＤの対応

の迅速さを認識した。閣僚は、投資委員会によるＳＷＦに関する報告と、投資受入

れ国が、正当な国家安全保障上の利益を保護しつつ、ＳＷＦによる投資に対し開か

れた投資環境を維持・拡大するためのガイダンスを賞賛した。閣僚は、ＳＷＦが自

主的に取り組むべきベストプラクティスに関するＩＭＦの作業を重要な貢献とし

て支持し、ＯＥＣＤとＩＭＦの協調の継続を歓迎した。閣僚は、各国の国内政策の

進展の監視を含む、投資の自由に関するＯＥＣＤの将来の作業に期待を示した。閣

僚は、ＯＥＣＤのＳＷＦ及び受入れ国の政策に関する宣言を採択し、またこの宣言

には、チリ、エストニア、スロベニアの閣僚も参加した。この宣言は、ＯＥＣＤに

よる国際基準設定能力を示す新たな一例となるものである。 

 

７．成長と反映のための主要な挑戦 

ＯＥＣＤの関与強化対象国、新規加盟候補国及び加盟国の閣僚は、世界経済の成

長と繁栄のための主要な挑戦に取り組む上で、ＯＥＣＤが果たし得る役割について

議論した。関与強化対象国及び加盟国の閣僚は、関与強化の具体的なイニシアティ

ブを発展させて、より焦点を絞った、包括的で一貫性のある対話及び協力を可能に

すべく、協力して作業を継続する決意を確認した。閣僚は、事務総長に対し、戦略

的利益に基づき選ばれた他の国及び地域と OECD の関係をいかに発展させるかにつ

いて理事会への勧告の準備を更に進めるように求めるとともに、前回の会合以来、

東南アジア諸国の OECD の活動への関心が高まっていることに満足の意を表明した。 

閣僚は、特に、食料価格のインフレーションや、代替燃料、気候変動及び各国経

済における所得分配並びに成長への影響といった関連する広範な問題を含む喫緊

の政策課題に焦点を当てた。閣僚は、食料価格に関する OECD の勧告及び分析並び

に OECD－FAO 農業アウトルックを歓迎した。最近の価格高騰の原因及び結果につい

て議論が行われ、OECD が正しい中長期的政策の発展に貢献すべきであるという点

については幅広い合意がみられた。そうした政策には、開発、農業、環境及び投資

の側面が含まれなければならない。閣僚は、人口構成が、経済、経済的及び社会的

成果並びに競争力に与える影響について OECD が研究を進めるように慫慂した。閣

僚は、世界の農業の供給を強化する観点から、特に比較的開発の進んでいない諸国

において、投資及び生産性増大を進めるためにさらなる努力が必要であることを確

認した。閣僚は、また、保護主義と補助金が与える潜在的な価格歪曲効果を強調し

た。閣僚は、農業分野における情報の改善、教育及び技能の発展の重要性を強調し

た。閣僚は、農産品市場における進展を監視し続けていくとともに、食料価格を引

き上げる長期的な要素に対する健全な国際的政策のために更に作業が行われるこ
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とを歓迎した。 

 

８．ＯＥＣＤの財政改革 

閣僚は、拡大という文脈においてＯＥＣＤが長期にわたり強力で持続可能な財政

基盤を確保するため、ＯＥＣＤの大幅な財政改革に合意した。この改革は、ＯＥＣ

Ｄの影響力、重要性及び優秀さを今後も保持し、主要な非加盟国経済との関与をよ

り幅広く深みのあるものとし、ＯＥＣＤが今後浮上する優先課題に立ち向かうこと

を可能とするであろう。この合意は、加盟国にとってのＯＥＣＤの重要性と、加盟

国がＯＥＣＤから得ている利益の大きさを反映している。議長は、巧みに成果を達

成したネプレ・ノルウェー大使の指導力に深甚なる謝意を表明するとともに、これ

に先立つスミット・デンマーク大使の努力及び事務局によるコミットメントと支援

を賞賛した。 

            （了） 


